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令 和 ６ 年 度 健 全 化 判 断 比 率 及 び 

資金不足比率の審査意見の提出について 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項に規定する令和

６年度健全化判断比率及び同法第２２条第１項に規定する資金不足比率を

審査したので、その結果について次のとおり意見を提出する。 

写 
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令和６年度（２０２４年度）健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見書 

 

 

第１ 豊中市監査基準に関する規程への準拠 

  豊中市監査基準に関する規程(令和２年豊監告示第１号)に準拠し、審査を

行った。 

 

第２ 審査の種類 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３

条第１項及び第２２条第１項に規定された健全化判断比率及び資金不足比率

審査 

 

第３ 審査の対象 

令和６年度 豊中市一般会計、特別会計決算及び各公営企業会計の決算に基

づく、健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及

び将来負担比率）及び資金不足比率並びにこれらの算定の基礎となる事項を記

載した書類 

 

第４ 審査の期間 

令和７年８月４日から同年８月１９日まで 

 

第５ 審査の着眼点 

健全化判断比率及び資金不足比率並びにこれらの算定の基礎となる事項を

記載した書類が法令に適合し、かつ正確であること。 

 

第６ 審査の実施内容 

健全化判断比率及び資金不足比率並びにこれらの算定の基礎となる

事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるかどうかを検証

するため、決算諸表その他の帳簿及び根拠資料との照合等を行い、そ

の適否を審査した。 

 

第７  審査の結果 

第１から第６までの記載事項のとおり審査した限り、重要な点にお

いて、健全化判断比率及び資金不足比率並びにこれらの算定の基礎となる事項

を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であることが認められた。 

各比率は次のとおりである。  
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記 

 

 １ 健全化判断比率 
                             （単位：％） 

 令和６年度決算 早期健全化基準 

実 質 赤 字 比 率 ― １１．２５ 

連結実質赤字比率 ― １６．２５ 

実 質 公 債 費 比 率 ２．０ ２５．０ 

将 来 負 担 比 率 ― ３５０．０ 

※実質赤字比率、連結実質赤字比率及び将来負担比率については、赤字額等がないた 

め、それぞれ「 ― 」と表示しています。 

 

 ２ 資金不足比率 

                             （単位：％） 

 令和６年度決算 経営健全化基準 

病 院 事 業 会 計 ― ２０．０ 

水 道 事 業 会 計 ― ２０．０ 

公共下水道事業会計 ― ２０．０ 

※資金不足比率については、資金不足額がないため、それぞれ「 ― 」と表示してい 

ます。 

 

 


